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○関市林業就業移住支援金交付要綱 

令和４年10月13日関市告示第320号 

関市林業就業移住支援金交付要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、本市に移住し、及び林業に就業した者に対し、予算の範囲内において関市林業就業移住支援金（以下

「支援金」という。）を交付することにより、本市への移住・定住の促進及び将来の林業を支える人材の確保を図ること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 森のジョブステーションぎふ 岐阜県知事から指定を受けた林業労働力の確保の促進に関する法律（平成８年法律

第45号）第11条第１項に規定する林業労働力確保支援センターをいう。 

(２) 転入 本市に転入届を提出し、住民基本台帳に記録されることをいう。 

(３) 移住元 本市に転入する直前に記録されていた住民基本台帳を整備する市町村（特別区を含む。）をいう。 

（支援対象者） 

第３条 支援金の交付の対象となる者（以下「支援対象者」という。）は、市税、保育料、水道料金、下水道使用料その他

市に納付すべき歳入金を滞納していない者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(１) 関市東京圏からの移住支援事業における移住支援金交付要綱（令和元年関市告示第92号）第３条に規定する支援対

象者に該当しないこと。 

(２) 令和４年４月１日以降に本市に転入する者であること。 

(３) 第５条の規定により支援金の交付の申請をする日（以下「申請日」という。）において本市に転入した後の期間が

３月以上１年以下であること。 

(４) 申請日から５年以上本市に継続して居住する意思を有していること。 

(５) 出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）別表第２の永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若し

くは定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第

71号）に定める特別永住者のいずれの在留資格も有していない外国人でないこと。 

(６) 就業先が森のジョブステーションぎふにおいて求人登録されている林業事業体（支援対象者の３親等以内の親族が

代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている事業体を除く。）（以下「対象事業体」という。）で、かつ、求人へ

応募した日が森のジョブステーションぎふにおいて求人の掲載がされた日以降であること。 

(７) 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて対象事業体に就業し、申請日において連続して３月以上対象

事業体に在職していること。 

(８) 申請日から３年以上継続して対象事業体に勤務する意思を有していること。 

(９) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規に対象事業体に雇用されたものであること。 

（支援金の額） 

第４条 支援金の額は、次の各号に掲げる申請日における世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 次号に規定する２人以上世帯以外の世帯 600,000円 

(２) ２人以上世帯（同一世帯に属する者が２人以上であり、その世帯員がいずれも移住元において同一世帯に属し、か

つ、その世帯員が申請日においても同一世帯に属している世帯をいう。以下同じ。） 1,000,000円 

（支援金の交付申請） 

第５条 支援金の交付を受けようとする支援対象者（以下「申請者」という。）は、関市林業就業移住支援金交付申請書（別

記様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(１) 移住元の住民票の除票の写しその他の移住元での在住地を確認できる書類の写し（２人以上世帯の場合にあっては、

世帯員全員分の写し） 

(２) 関市林業就業移住支援金に関する同意書兼誓約書（別記様式第２号） 

(３) 就業証明書（別記様式第３号） 

(４) 前３号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類 

（支援金の交付決定） 
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第６条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、支援金を交付するかどうかを決定し、関市林

業就業移住支援金交付（不交付）決定通知書（別記様式第４号）により、申請者に通知するものとする。 

（請求及び交付） 

第７条 前条の規定による交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、関市林業就業移住支援金交付請求書（別

記様式第５号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金を交付する。 

（支援金の交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定の全部を取り消し、又は既に交付

した支援金の全額を返還させるものとする。ただし、就業先の対象事業体の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情

があると市長が認める場合は、この限りではない。 

(１) この告示の規定に違反したとき。 

(２) 偽りその他不正の行為により支援金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。 

(３) 申請日から５年を経過する前に市外に転出したとき。 

(４) 申請日から３年を経過する前に対象事業体に勤務しなくなったとき。 

(５) その他市長が支援金の交付を適当でないと認めたとき 

２ 市長は、前項の規定により、支援金の交付決定の全部を取り消し、又は既に交付した支援金の全部を返還させるときは、

関市林業就業移住支援金交付決定取消（返還）通知書（別記様式第６号）により交付決定者に通知する。 

（委任） 

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この告示は、令和４年10月13日から施行する。 
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別記様式第１号（第５条関係） 
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別記様式第２号（第５条関係） 
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別記様式第３号（第５条関係） 
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別記様式第４号（第６条関係） 
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別記様式第５号（第７条関係） 
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別記様式第６号（第８条関係） 

 


